
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、贈与税の申告書が作成できます。画面の

案内に沿って金額等を入力すれば、贈与税額などが自動で計算されますので、ご利用ください。

します（当該書類を重ねて提出する必要はありません。）。

　贈与により財産を取得した人（贈与を受けた年の１月１日において18歳以上の人に限ります。）が、直系

尊属（父母や祖父母など）から贈与により取得した財産（「特例贈与財産」といいます。）に係る贈与税の額

は、「特例税率」を適用して計算します。
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贈与税（暦年課税）の税額の計算明細

暦年課税に係る基礎控除額

暦年課税に係る基礎控除額

特例贈与財産の価額の合計額（  ）から暦年課税に係る基

礎控除額（  ）を控除した課税価格（  ）に【速算表（特例贈

与財産用）】を使用して税額（    ）を計算します。

一般贈与財産の価額の合計額（   ）から配偶者控除額（   ）及

び暦年課税に係る基礎控除額（  ）を控除した課税価格（　  ）

に【速算表（一般贈与財産用）】を使用して税額（   ）を計算しま

す。


